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労働保険事務組合 
 

年年度度更更新新事事務務手手続続ききののごご案案内内  
  

 

年度更新書類は、７月１０日(水)まで 

に京都労働局・労働保険徴収課に 

直接又は郵送により提出してください。 

(郵送の場合は期日必着) 

 
  （申告と納付期限） 

（第１期）       ７月１０日（水） 
口座振替の納付日は９月６日（金） 

（第２期）      １１月１４日（木） 

（第３期）       ２月１４日（金） 

京都労働局 総務部 労働保険徴収課 
 

 

 

■提出にあたってのお願い■ 

・ 事前に各種書類を「事務組合控」と「提出用」に分類して提出してください。 

・ 年度更新事務関係書類は、京都労働局労働保険徴収課に提出してください。 

（事務組合に係る提出書類の受付審査は全て労働局で行います。監督署やハローワークで

は受付できませんので、ご理解とご協力をお願いします。） 

・ 労働局へ郵送で提出される場合は、申告期日必着とし簡易書留等記録の残るものでお送

りください（返送用封筒（簡易書留分切手貼付）を同封してください）。 

・  申告書に印字されている申告済概算保険料額は、間違いないか必ず確認してください。 

・  雇用保険の高齢免除は令和２年度分から廃止されています。  

・  天災等により申告・納付期限や猶予制度等が変更される場合があります。 

 

（令和６年度） 

    

年度更新書類受付の事前相談について 

 相談内容により、電話相談、来局による申告内訳書などの持ち込み相談、電子メールに

よる申告内訳書などを送付いただいての事前相談を受け付けております。   

申告期限の直前は混雑のため充分時間が取れません。早期の相談にご協力をお願いします。 

  ☎：075-279-3220  e ﾒｰﾙ：kyotochosyu@mhlw.go.jp（京都労働局労働保険徴収課アドレス） 
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（基本的な流れは、以下のとおりです） 

 

 

（申告書内訳を電子媒体で提出する場合のイメージ） 

 

  ※申告書と DVD・CD は必ず同時に提出してください。 

  ※電子媒体のエラーに備えて、紙媒体の内訳書（１部）の添付が必要です。 

１ 年度更新事務の流れ  

 

（４月から遅くとも５月中頃まで） 

事業主から、「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」、「一括有期事業報告書」等により前年

度の賃金支払いや請負金額及び、新年度の支払い見込み額の報告を受ける（過年度の保険料

に滞納がある事業場については納付計画・納付誓約書の提出を指導する。） 

事務組合事務処理手引<令和 6 年>P104、P121、P124参照 

（５月から遅くとも６月中頃まで） 

「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」、「一括有期事業報告書」等をもとに、「保険料・一

般拠出金申告書内訳」を作成する。 

総コン利用組合は５月下旬の指定期日までに労保連へ賃金データ連絡票等を提出する。 

（６月１日から７月１０日まで） 

事業主から受けた報告をもとに、保険料額を計算して、事業主に納入通知書で通知のうえ、

保険料を徴収する（過年度の保険料に滞納がある場合は、併せて徴収する。） 

労働保険申告書を、「保険料・一般拠出金申告書内訳」に基づき作成し提出する。 

事業主から徴収した保険料を納付する。 

口座振替の事務組合において滞納事業場が 1件でもある場合は、口座振替を停止して、納付書（手

書き作成）で納入する（P6参照）。 

 

滞納事業場がある場合は、「滞納事業場報告書」を提出する（P11参照）。 

（原則その都度） 

納入通知や領収の状況を「徴収及び納付簿」に記入する。また、新規委託や委託解除等に基

づく変更事項を「委託事業主名簿」へ記入する。 
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２ 年度更新関係書類の作成及び提出枚数等について 

 

 申告書類一覧（提出枚数は数字、作成するものは●で表示） 

 

申告書類 

提

出

枚

数 

基 幹 番 号 末 尾 

０ 

(一元適

用事業) 

２ 

(二元適用

事業の雇

用保険) 

４ 
(林業に属

する事業の

労災保険) 

５ 

( 建 設 の

事業の労

災保険) 

６ 
(４､５以外

の二元適用

労災保険) 

８ 

(一人親方

等特別加

入団体) 

８ 

( 海 外 派

遣者) 

概算・確定保険料 

一般拠出金申告書 

※１

２ ● ● ● ● ● ● ● 

保険料・一般拠出金

申告書内訳 ※２ 
３ ● ● ● ● ●   

一括有期事業報告書 

(立木の伐採の事業) 
２   

● 
(立木の伐採

の事業のみ） 

    

一括有期事業総括表  ２   

● 
（総コンの

立木の伐採

の事業のみ） 

※３●元

請工事がな

い場合不要 
   

一括有期事業報告書 

(建設の事業)  
２    

●元請工

事がない場

合不要 
   

第２種特別加入保

険料申告書内訳 

(組様式第６号乙) 

３      ●  

第２種特別加入保

険料申告内訳 
３      ●  

第３種特別加入保

険料申告内訳  

(海特様式第１号) 

３       ● 

第３種特別加入申

告内訳名簿  

(海特様式第２号) 

３       ● 

特別加入保険料算

定基礎賃金額特例

計算対象者内訳 
２ 

● 
（対象者が

ある場合） 
 

● 
（対象者が

ある場合） 

● 
（対象者が

ある場合） 

● 
（対象者が

ある場合） 

● 
（対象者が

ある場合） 

● 
（対象者が

ある場合） 

労働保険料等算定

基礎賃金等の報告

(※労働局への提出

は不要です) 

不

要 
● ● 

  ●

(一括有

期以外) 

  ●

(一括有

期以外) 

●   

 

※１ 保険料申告書は、メリット制適用事業場及び末尾８の海外派遣の特別加入者分について、１事業 

  場につき１枚の作成・提出が必要です。 

※２ 申告書内訳は、メリット制適用事業場とそれ以外を分けて作成してください。 

※３ 事業主に「賃等報告」等の書面を用い、元請工事がないことを確認してください。提出は不要。 

※  このパンフレットでは労働局は『局』、労働基準監督署は『監督署』と表記します。 

※  電子媒体による提出の場合でも、紙媒体（１部）の提出が必要です。電子媒体は返却しません。 

※ 「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」は、局への提出は不要です。事務組合で保管し、算定基礎調      

   査の際提示してください。 
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３ 申告書内訳記載に係る注意点 

（１） （組様式第６号）申告書内訳○21 欄の記載について 

 

 

（２） （組様式第６号）申告書内訳④、⑤欄の記載について 

   ④欄「常時使用労働者」と⑤欄「被保険者」の人数は１ヶ月平均労働者数を記入します。 

 

     前年度の各月末（または月末直前の賃金締切日）の使用労働者数の合計 

           １２ （ただし、年度途中に保険関係が成立した事業にあっては成立以後の月数） 

 （例 外） 

   ④欄「常時使用労働者」において一括有期事業及び船渠、船舶、岸壁、波止場、停車場及び倉庫

における貨物取扱事業については、前年度における１日平均使用労働者数を記入してください。 

 

             前年度の延べ使用労働者数 

             前年度の所定労働日数 

※ 小数点以下の端数は切り捨てますが、１人未満となった場合は１人として計上してください。 

（例： ９．７人 ⇒ ９人    ０．１人 ⇒ １人  ） 

 

 

 

 

 

【建設業の使用労働者数について】 

数次の請負による建設の事業における「前年度の延べ使用労働者数」は元請事業所で雇用する労

働者だけでなく、下請事業所の労働者（可能な範囲で把握したもの）を含みます。 

5 

8 

5 

5 

14 

15 

 
19 

 
19 
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 ４ 特別加入保険料額の計算に係る注意点 

 （１） 月割（月数）の計算方法 

     ５月３０日（特別加入の承認） ～ １２月７日（脱退の承認） ＝ ８ヵ月 

   （注）月（月初～月末）のうち１日でも加入していれば１ヶ月となります。 

 （２） 特別加入対象者が複数名いる場合の合算について 

     加入者Ａ：給付基礎日額  3,500円（1年間）  → 算定基礎額 1,277,500円 

     加入者Ｂ：給付基礎日額 10,000円（５ヶ月）  → 算定基礎額 1,520,835円 

                              合   計 2,798,335円 

      特別加入保険料＝2,798千円（千円未満切り捨て）×労災保険料率 

（注）はじめに算定基礎額を合算してから千円未満を切り捨てます。 

 

 

 

 

（特別加入に係る留意点） 

※ 脱退や加入申請は、事前申請が必要です。 

※ 特別加入の承認後、当初提出（加入申請）された内容に変更があった場合（脱退など）は、速やかに変更

届・脱退申請書（様式第３４号の８）を提出してください。年度更新申告書内訳に記入しただけでは異動内

容を届け出たことにはなりません。 

※ 給付基礎日額の変更は、前年度の 3 月 2 日～3 月 31 日の間または、年度更新期間中に行うことができま

す。（ただし、年度更新期間に手続きを行う場合、災害発生後の変更は不可）（特様式第２号、もしくは年度

更新期間中は、申告書内訳に変更後の金額を記載でも可） 

※ 委託解除に伴う脱退については、脱退届の提出は不要です。 

※ 給付基礎日額とは保険料や休業補償給付などの給付額を算定する基礎となるものです。十分ご留意の上、

特別加入者の収入等から判断して、実態から乖離しない日額を申請してください。 
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５ 口座振替停止について（事務組合の口座から国への振替を停止する場合） 

  緊急を要するやむを得ない場合に限り、口座振替を停止することができます。 

  この場合は、事務組合自ら取引先金融機関に連絡をして、規定の期日までに所定の手続を行っていただき 

ます。なお、取引先金融機関が京都銀行である場合は記入例がありますので黄緑色の「労働保険事務組合 

事務処理手引<令和６年>」P１１０をご参照ください。 

  振替停止をした後は納付書を手書きにより作成し、金融機関で納付してください。 

（納付書は、労働保険料申告書の下部にある「領収済通知書」も利用できます。） 

 

６ 特別加入について 

（１）脱退に係る注意点 

①  任意脱退の場合 

 特別加入を脱退する場合の脱退承認年月日は、監督署が受付をした日（申請日）から起算して３０日の

範囲内において申請者が希望する日となります。遡及して脱退はできません。 

  

② 自動消滅の場合 

  特別加入者の死亡、役員の辞任等の場合、特別加入者たる地位が自動的に消滅することから、自動消滅の

原因となった日を脱退日としますが、特別加入に関する変更届の「※整理番号」欄に必ず脱退理由(死亡、役

員の辞任等)を記載してください。３ケ月を超えて提出が遅れると確認書類と顛末書が必要です。 

 

➂ 労働者を雇用しなくなった場合について  

中小事業主等の特別加入は労働者の通年雇用を行わない場合であっても、年間１００日以上の雇用が見

込まれる場合は、特別加入の要件を満たします。 

 一時的に労働者が０人であっても、求人募集をしているか、雇用の見込みがあるかなどを事業主等に確

認して一定期間様子を見ていただき、事業主が労働者を雇用する意思がないことを確認した際は、その時

点で「委託解除届」又は「特別加入脱退申請書」の提出をして下さい。労働者が０人のまま、特別加入者

が労災事故にあった場合に、労災保険給付が支給されないケースがありますので年度更新時に労働者が０

人の事業場については、雇用見込みを確認してください。特に継続事業において、年度更新申告書内訳の

確定保険料が０円である場合は、事業場に必ず雇用見込みを確認してください。また、確定の労働者対象

賃金が０円であっても(労働者の雇用見込みが特別加入の要件となるので)、概算の労働者対象賃金が０円

となることはありません。 

 なお、第 1 種特別加入者に該当しなくなった場合でも、臨時的に労働者を雇用する場合は、当該労働者

については、労働保険関係を成立させることが必要です。                      

 

（２） 一括有期事業でもっぱら下請事業主であるが労働者を雇用している場合 

        下請事業主であるが、年間１００日以上労働者を使用していれば、労災保険に加入し中小事業主の特別加 

入に加入できます。なお、保険料申告書内訳においては、概算保険料を計上し、納付する必要があります。 

しかし、労働者を雇用しなくなった又は年間１００日以上労働者を使用する見込みがなくなった場合は、中 

小事業主から一人親方に移行してください。                                              

                                                   

（３） 中小事業主の特別加入と一人親方の特別加入の関係 

   年間１００日以上労働者を使用（見込み含む）しているか否かによって中小事業主か一人親方のどちらか

に特別加入することとなります。 

   中小事業主の特別加入の申請を受け付ける際には、同一の事業について一人親方として特別加入していな
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いか確認の上、同一の事業について一人親方として特別加入している場合は、必ずその脱退の申請を行って

ください。 

    中小事業主等から一人親方への変更のための「脱退申請書」を提出する場合（またはその逆の場合）は脱

退申請理由の欄に新たに加入する労働保険番号を記入してください。 

 

（４）中小事業主等特別加入者の事務組合委託替の場合 

旧事務組合との委託を解除した日の翌日に、新事務組合への委託を開始し中小事業主等の特別加入を継続する 

場合、新事務組合は「保険関係成立届（事務処理委託届）」と旧事務組合が発行した「労働保険事務等委託解除通

知書」の写しに加えて「特別加入に関する変更届(様式第３４号の８)」を提出してください。 

なお、給付基礎日額については、３月２日～３１日及び年更期間以外の期間に変更する事はできません。 

「労働保険事務等委託解除通知書」の写し・「特別加入に関する変更届」のいずれも提出が無い時点で事故が発生

した場合は、未加入者災害として補償されませんので速やかな手続きをお願いします。 

 

（５）特別加入時の健康診断について 

  特別加入時の健康診断の対象者が新たに特別加入を行う場合の手続きは、黄緑色の「労働保険事務組合事務処理

手引＜令和６年＞」P９２,９３をご確認の上申請ください。 

 

（６）建設業における事務所等に係る中小事業主等の特別加入について 

   建設の事業を行う中小事業主等が、その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ、

本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていない場合、営業等の事業については保険関係が成立

しないため、中小事業主等は営業などの業務について、特別加入することはできません。 

 

 

 

 

 

７ 建設事業に係る中小事業主等特別加入者に適用する労災保険率について 

 

（１） 建設事業に係る中小事業主等特別加入者に適用する労災保険率については、特別加入の前提となる 

一括有期事業の保険関係について登録されている主たる事業の種類による保険料率とする。 

 

（２） 主たる事業は状況に応じて変化し得るものであることから、原則として、一括有期事業の確定申告 

   において賃金総額が最も大きい事業の種類を、翌年度（確定がＲ５年度ならＲ６年度）以降の主たる事業 

の種類とすること。ただし、翌年度以降は、すでに登録されている事業の種類が、主たる事業の種類と 

なることが明らかに見込める場合は、この限りではないこと。 

     主たる事業の種類の変更については、年度更新時等において「名称・所在地等変更届」（様式第２号） 

の届出を求めることにより行い、翌年度の初日を変更年月日として、翌年度以降の保険料申告（概算を 

含む）においては変更後の主たる事業の種類による保険料率を用いること。 

【例】登録業種が３８業種で、Ｒ５年度の賃金総額が最も大きい事業が３５業種であれば、Ｒ５年度の特別加

入の計算は３８業種の計算で行い、Ｒ６年度は３５業種に変更を行い特別加入は３５業種で計算を行う。 

   ただし、Ｒ６年度以降も３８業種が主たる事業であることが明らかに見込める場合は変更しない。 

 

【例】建設の現場作業を行う労働者しかおらず、事務所にかかる業務を行う労働者がいない事業場の場合 

⇒労働保険は現場作業しか成立せず、中小事業主等の特別加入は現場作業にかかる内容についてのみ申請可能 

（営業等の事務所に係る内容については、特別加入の申請を行うことができない） 
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              メリット制の適用を受けていた事業場の委託を受けた場合は、 

速やかに徴収課へ連絡してください。 

 

８ メリット制について 

 

（２） 新年度からメリット制の適用を受けなくなった場合の取扱いについて 

    

 （例）・Ｂ事業場が、前年度までメリット制適用で、新年度から外れた場合。 

    ・すでに、メリット制適用から外れている場合。 

 

委託事業場のうち、メリット制適用事業については、メリット決定通知書にて通知しますので、

次のとおり申告書等を作成してください。（メリット決定通知書は５月末に、申告書に含めて送

付予定です。）また、令和６年３月末頃に、令和６年度にメリット適用となる事業場について、

労働保険徴収課から文書を送付しますので、保険料の計算の参考としてください。 
 

（１） 新年度から、新規にメリット制の適用になる事業場の取扱いについて 

（例）Ａ事業場が、新年度からメリット制適用になった場合。 

前年度確定・新年度概算共にＡ事業場分を除いて申告・納付する。 

※前年度分の申告済概算保険料額からは、Ａ事業場分を除いてあ

ります。 

 

前年度確定・新年度概算共に個別で申告・納付する。 

※前年度分の申告済概算保険料額は、母体から切り離して印書して

います。 

 

① 前年度の確定保険料額にＢ事業場分を含めないで申告する。 

 

② 新年度の概算保険料額には、Ｂ事業場分を含めて申告する。 

 

 

申告書 

（母体分） 

① 前年度確定保険料の申告を行う。 

② 新年度の概算保険料額は母体で申告するので、⑪欄は「母体に編

入」と赤インクで記載。 

②  前年度分で確定不足が出た場合は、Ｂ事業場の申告書で申告。 

③  前年度の申告済概算保険料より確定保険料の方が少なく充当が

生じた場合は、その充当分を母体の新年度１期分の納付額に充当。 

 

※ （母体への充当方法） 

母体の申告書の⑳（イ)欄に充当額を記載して（母体の方でも充当

が生じる場合は、その額と２段書きにして､）その合計額を㉒（ロ）

欄「期別納付額･第１期・充当額欄」に記載して、第 1 期分の納付

額を計算。 

 

 

申告書 

（Ｂ事業場分） 

 

申告書 

（母体分） 

 

申告書 

（Ａ事業場分） 

 

（３） メリット制の適用となる事業場の業種の変更について 

メリット制の適用を受けていた事業場の業種が変更となる場合、事前に徴収課へご相談 

ください。 

 

 

  

。 
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労 務 費 率 表 （令和６年４月１日改定）  

   

※平成３０年４月１日以前に開始された工事の労務比率は、有期一括総括表に記されています。 

   

事業番号 事 業 の 種 類 
令和５年度 

労務費率 

令和６年度 

労務費率 
変化 

31 水力発電施設、ずい道等新設事業 19% 19% 無 

32 道路新設事業 19% 19% 無 

33 舗装工事業 17% 17% 無 

34 鉄道又は軌道新設事業 24% 19% ↘ 

35 建築事業（既設建築物設備工事業を除く。） 23% 23% 無 

38 既設建築物設備工事業 23% 23% 無 

36 
機械装置の組立て又は

据付けの事業 

組立て又は取付けに関

するもの 
38% 38% 無 

その他のもの 21% 21% 無 

37 その他の建設事業 24% 23% ↘ 

９ 一括有期事業における R５年度確定保険料について 

 

（１） 労務費率  

令和５年度確定保険料においては、請負による建設の事業に係る賃金総額の算定に当たり

請負金額に乗ずる率（労務費率）を下表の令和５年度労務費率で計算します。 

令和６年度は、令和６年度労務費率で計算します。 

（２） 請負金額の取扱い 

工事開始日が平成２７年４月１日以降の請負による建設事業に係る賃金総額の算定基礎

となる請負金額は、消費税額（地方消費税額を含む。）を含まないものとする。  
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＊労災保険率表（令和６年４月１日改定）＊            ＊雇用保険料率表＊                      

（令和５年４月１日現在） 

○平成２９年１月１日より、６５歳以上の雇用者についても雇用保険の適用対象となっています。 

○雇用保険の高齢免除は平成３１年度分までで終了しています。 

 

  

事
業
の
種
類 

保
険
率 

事
業
主
負
担
率 

被
保
険
者
負
担
率 

一

般

事

業 

15.5 

／ 

1000 

9.5 

／ 

1000 

6 

／ 

1000 

農
林
水
産
・
清
酒
製
造
の
事
業 

17.5 

／ 

1000 

10.5 

／ 

1000 

7 

／ 

1000 

建
設
の
事
業

 

18.5 

／ 

1000 

11.5 

／ 

1000 

7 

／ 

1000 

＊労働者負担分に１円未満の

端数が生じた場合 

①賃金から源泉控除する場

合は端数が 50 銭以下を切

り捨て、50銭 1厘以上を切

り上げる。 

②現金で支払う場合は端数

が 50 銭未満を切り捨て、

50銭以上を切り上げる。 

③ただし、慣習的な取扱い等

の特約がある場合はこの

限りではありません。 
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組様式第９号  

労働保険料等滞納事業場報告書 

種別                                                                提出年月日 

         ３１８５０                         9－06－ 7－21 

             京 都 労働局長 殿 

        ※労働保険番号 

          26 3 01 930000 

 報告年月 

 9－06－7－10 

 

枝番号 1 納付すべき保険料等 1    納付状況      

         005                1 2 ,3 4 5 円 

         徴定年度 1 徴定区分 1    納入額 1 

         9－06   62          1 0, 0 0 0 円 

      電話（075）－（〇〇〇）－△△△△番 滞納額 1 

         事業場名  西陣商会         2, 3 4 5 円 

 

         枝番号 2 納付すべき保険料等 2    納付状況 

         006                   9, 8 7 6 円 

         徴定年度 2 徴定区分 2    納入額 2  

         9－06   21                  0 円 

電話（075）－（〇〇〇）－△△△△番 滞納額 2 

         事業場名  同 上            9, 8 7 6 円 

 

 

 徴定区分は必ず分けてください 

月／日 保険料等 滞納額 

7／19 10,000  2,345 

／   

／   

／   

月／日 保険料等 滞納額 

／    

／   

／   

／   

凡 

例 

１－徴定区分 

 21 全期または 1 期 

 22 2 期 

 23 3 期 

 61 事業廃止（保険料） 

 62 前年度（保険料） 

 63 前々年度（保険料） 

 71 事業廃止（拠出金） 

 72 前年度（拠出金） 

 73 前々年度（拠出金） 

１０ 労働保険料を滞納したときの事務処理について 

 

（１）労働保険料等滞納事業場の報告 

   法定納期の時点で労働保険料又は一般拠出金を滞納している委託事業場がある場合は、必ず

「労働保険料等滞納事業場報告書」を法定納期（又は口座振替日）経過後１５日以内に労働局に

提出してください。 

なお、後日局から「督促状」を事務組合に送付しますので、それを滞納した委託事業場へ交付

してください。交付後も電話・訪問・文書等で納付督励を行い、完納まで事務組合が責任をもっ

て対応してください。 

法定納期を記載 

1期:9-06-07-10 

2期:9-06-11-14 

3期:9-07-02-14 

（元号） 

令和＝９ 

 

一部の納付があった場合 

 必ず報告が必要です 
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組様式第 10 号  

労働保険料等納入事業場報告書 

種別                                                                   提出年月日 

         ３１８５１                         9－06－ 9－1 

             京 都 労働局長 殿 

        ※労働保険番号  

          26 3 01 930000 

 報告年月 

 9－06－8 月 

 

枝番号 1 年月日 1      

005            9－06－8－25 

         徴定年度 1              保険料等 1               滞納額 1 

         9－06                   2, 3 4 5 円                    0 円 

      徴定区分 1         納付場所 1  備考 1 

              62             平安銀行・洛中支店        西陣商会 

         枝番号 2 年月日 2      

005            9－06－8－25 

         徴定年度 2              保険料等 1               滞納額 2 

         9－06                  5, 0 0 0 円              4, 8 7 6 円 

      徴定区分 2         納付場所 1  備考 1 

              21                    同 上           同 上 

          

 

          

                     

 

  

（２）労働保険料等納入事業場の報告 

   「労働保険料等滞納事業場報告書」で報告した滞納委託事業場の労働保険料、一般拠出金が納

入された場合には、翌月１０日まで（できれば納入したらすぐに）に「労働保険料等納入事業場

報告書」を局に提出してください。 

納入した月

を記載 
完納となった場合は、空欄

ではなく、必ず「0 円」と

記載 

ください。 

（徴定区分） 

前項の「労働保険料等滞納事業場報告

書」右下欄「凡例」を参照してください。 

 

※「滞納事業場報告書」の場合と同様に

徴定区分は必ず分けて記載 

 

金融機関等によ

り国に納入した

日付を記載 

事業場名 

を記載 

完納により延滞金が発生した場合は、

事務組合あてに納付書、通知書等を郵

送しますので、事業場に納付指導をお

願いします。 

 必ず報告が必要です 

 

  前年度以前の保険料に滞納がある場合は、委託事業場に対して消滅時効（２年）の中断措 

 置をとる必要がありますので、毎年、事業主と接触される時期に必ず、「労働保険料等滞納 

 確認及び納付誓約書」（労働保険事務組合事務処理手引 <令和６年> P１２４）を事業主に記

載させ、局へ提出してください。 



13 

 

 

 

１１ 年度更新以外の保険料に関する申告・報告の早見表 

 

 

申告・報告事項 提出書類 補足説明 

概算保険料額の増・減額 

訂正報告 

（P１４,１５「（記載例１）

概算保険料の増加訂正／減額

訂正について」参照） 

保険料申告書（様式６号） 

保険料申告内訳（組様式６号） 

 

※監督署用は提出不要 

（下段の確定修正も同じ） 

総コンシステム利用組合は併せて

委託事業場マスター連絡票・請求

額変更が必要（労保連京都支部へ

提出） 

確定保険料額の修正申告 

（P１６,１７「（記載例２）

確定保険料の修正申告につい

て」参照） 

保険料申告書（様式６号） 

保険料申告内訳（組様式６号） 

賃金等の報告（訂正前・後） 

変更理由の確認資料 

過去２年度分の修正は、年度毎に

修正が必要。※還付の場合は還付

請求書（様式８号）が必要 

確認資料は算調に準じる。 

事業場の保険料滞納の報告 滞納事業場報告書（組様式９号） 

 

納期限から１５日以内に提出必要 

滞納保険料納入の報告 納入事業場報告書（組様式10号） 

 

保険料納付日とは、事業場が事務

組合に納付した日ではなく、国に

納付した日（延滞金に注意） 

延滞金納入の報告 納入事業場報告書（組様式10号） 

 

延滞金のお知らせ時に納付書と共

に送付。 

事業場の行方不明等の報告 

（滞納保険料が徴収困難） 

事故事業場報告書 

（「労働保険事務組合事務処理手引〈令和

６年〉P123」に掲載、コピー使用可） 

保険料に滞納がある又は生じる可

能性がある場合に提出 

破産申請や事業廃止で保険

料の徴収が不可能な場合 

労働保険料等滞納事業場引継書 

納入指導等事蹟記録票 

（「労働保険事務組合事務処理手引〈令和

６年〉P125,126」に掲載、コピー使用可） 

「納入指導等事蹟記録票」は滞納

が生じて督促をした頃から記録し

た“督励活動の記録”なので、任

意様式で記録（月日、内容、誰に、

誰が等）されたものでも可 

事業主に滞納保険料額等を

確認させる書類（時効中断） 

債務承認書または労働保険料等

滞納確認及び納付誓約書 

（「労働保険事務組合事務処理手引〈令和

６年 P124〉」に掲載、コピー使用可） 

毎年４月～７月の間に前年度以前

の滞納保険料がある事業場から提

出を求めてください（保険料の徴

収は、督促状の指定期限から２年

で時効が成立するため、債務承認

書等を提出させることで時効を中

断でき、改めて時効成立日が承認

日の２年後となります）。 

国の口座振替を今回だけ一

部停止させる場合 

緊急停止依頼書（金融機関が定

める様式） 

 

金融機関に提出（振替日から６営

業日前までに提出が必要） 



１２ （記載例１）概算保険料の増加訂正／減額訂正について  
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+
 

斜 

線 

な 

ど 

何 

も 

記 

入 

し 

な 

い   

  ２期納付前の増減につ きまして は 、 増額 分は２期と３期に２等 分 で 増額して納 付 します。（端数の１円が 

出る場合は２期へ）   

  また、減額分は２期を減 額して納付します。   

注意 ：減 額した委託事業 場に滞納がある場合は、滞納額への充当が優先されますので、必ず 局と納付額を 

調整してください。   

（ 概算増額 ）   

増額   

57 , 1 0,563   

増 加の場合は（概算増額）又 は減 額の場合は（概算減額）表示する   

増額   

訂正前の事務組 

合全体の保険料 

（基 幹番号） に   

申告 書内訳の   

○ K ○ L ○ M   の   

増減分を加算（ 減 

額 ）した額を記載   

3   ,   8   6   8   ,   0   5   8   

4 4 3 0 4 8 0 

2 1 2 4 8 1 9 

2 3 0 5 6 6 1   

別 紙内訳のとおり   

0 0 0 2 6 3 0 2 9 3 2 0 0 0   

  
1 ,289, 352   

1,289 ,352   

28 1,211   

1 ,570,563   

3 2 7 0 0   

5   6     2 ,   4   2   2   

申告書内訳の   

○ M   の額   

訂正 前の保険料額 

（基幹番 号）   

281,211   

5 6 

 

6 

 
7 
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⑬            ⑰  ⑱  ⑲  ⑦

  

⑭  ⑮  

（保険料・一般拠出金申告書内訳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(既に委託している事業場の特別加入者の増減の場合、概算修正は不要です) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※ 年度途中の委託解除に伴う概算増減をした場合の一般拠出金の取扱 

当該事業場の確定精算時に生じる一般拠出金は、当該概算減額・増額処理時に納付（精算） 

できないため、次年度に行う年度更新時まで、事務組合で預かることとなります。 

 

メリット適用事業場については、その事業場だけの増減となります。（申告書、申告書内訳は個別に必要） 

 

A事業場の概算保険料を申告 

    200,000円 

A事業場が委託解除（確定精算） 

 確定保険料額：120,000円 

一般拠出金額：210円 

（年度更新時） （年度途中に委託解除） （次年度の年度更新時） 

A事業場の申告済概算保険料額 

    を 120,000円に変更 

概算減額の申告 

事務組合から局への申告は全て、事務組合単位（委託事業場の合計）で申告します。 

A 事業場の確定保険料を申告 

 確定保険料額：120,000円 

一般拠出金額：210円 

↓ 

確定保険料の納付は 0円 

一般拠出金は預かった 

210円を納付する 

増
額
と
減
額
の
両
方
が
あ
る
場
合
で
、
合
計
し
た
結
果
増
額
と
な
る
場
合 

新規成立 

委託解除 

⑦～⑬欄 

新規の場合は概算額を記載。 

解除の場合は廃止に伴う確定額を記載。

(拠出金⑭、⑮欄は、⑰～⑲欄の増減に

含めず、次の年度更新で納付) 

⑰～⑲欄 

増額分 or減額分を記載 

○K   ○L   ○M   



  

１３ （記載例２）確定保険料の修正申告について  

  

 

  
  

  

（ 修正）と表 示する   

（ 修正 ）   

2 6 3 0 2 9 3 2 0 0 0 0 0 0   

3 4 6 2 5 4 5 

1 8 3 6 5 9 7 

8 0 9 4 

1 6 2 5 9 4 8 

確定   

修正前の保険料額 

（基幹番号）   

3,428,501   
( 拠 )8,085   

( 拠 )     9   
, 34 044   

別紙内訳のとおり   

修正前の事務組合全体の保険料 

( 基 幹 番号 ) に 申告書内訳の   

  ○ K ○ L ○ M ○ Ｉ   の 増減分を   

加算 ( 減額 ) した額 を記載   

3 2 7 0 0 

申 告 書内訳の ○ M ○ Ｉ の額   

5 6 

 

6 

 

7 

 

 

16 
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  （保険料・一般拠出金申告書内訳） 

 

（留意点） 

＊ 確定修正と概算修正は意味の異なる手続きです。 

＊ 年更で確定報告されたものを修正するため、算調扱い（黄緑色の労働保険事務組合事務

処理手引<令和 6年> P113 参照）となり、確認資料が必要となります。（修正前後の賃等報

告・賃金台帳の写し・工事契約書等です。不明な場合は事前にご確認ください。受理後に

追加資料が必要となる場合もあります。）確定申告が過少で増額修正する場合は（天災等が

理由の場合を除いて）追徴金が課せられることとなります。 

＊ 確定保険料の修正ができるのは、確定申告の受付日から２年間です。（概算保険料の増減

訂正のような報告期間はありません。） 

＊ ２年度分（又は３年度分）にわたって修正する場合は、年度毎に各々一部作成してくだ

さい。 

＊ 過納の場合は、必ず還付請求書を添付してください。 

＊ 不足の場合は、確認完了後に送付する「納付書」で納入してください。「納付書」が送付

されるまでは納付しないでください。 

＊ 申告書内訳の余白に必ず修正理由を記入してください。 

⑦～⑮欄に 

修正後の内容を記載 

余白に修正理由を記入してください。 

 

（修正理由：例示） 

・雇用保険遡及取得（Ｒ〇年〇月〇日付 

取得 2601-123456-7 の分）のため 

・保険料率の算定誤りのため 

・アルバイト従業員の算入漏れ 

⑰～⑲欄 

修正による不足分

（過納分）を記載 

概算→「確定」と修正 

（修正）と記載 

○K  ○L  ○M  ○I  

⑦ ⑮ 
⑰ ⑲ 

（修正） 

 

修正前の一般拠出金を記載 

Ｒ○○年確定修正 

修正前の確定保険料を記載 

⑱ 
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京都労働局総務部労働保険徴収課 
〒604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町 451 

                      TEL(075)279－3220(適用係)                        06.4.1 


